
①作成対象の確認

②チェックリスト(別紙1)の提出

③エラーの無いことを確認

④出力されたフォルダやファイルはそのままコピー！

注意点

施設台帳の作成に関する注意点
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音声：VOICEVOX Nemo



注意点 ①作成対象の確認

工事又は業務着手前に設計図書の照査や現地調査を行い、

発注者と協議したうえで作成対象となる施設台帳等を決定してください
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注意点 ②チェックリスト（別紙1）の提出

協議結果をもとに「施設台帳等作成チェックリスト」(別紙１)を作成し、

着工前に施工計画書（委託業務の場合は、業務計画書）へ添付し提出してください

3



注意点 ②チェックリスト（別紙1）の提出

①施設毎に記載してください

②既設の施設を更新する場合は、
発注者から指示のある“施設名”
をそのままコピーして貼付
※全角半角等が変わらないようにするため
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① ②

☟チェックリスト（別紙１） 作成のポイント



注意点 ③エラーの無いことを確認

登録用台帳のチェック機能を実行してエラーの無いことを確認してください
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注意点 ③エラーの無いことを確認
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①「＠データ」のシートを選ぶ

②「入力チェック」をクリック

③エラーがなければ下記が表示される

※エラーが出る場合は、エラー判定が出ている項目の行のC・D列を見て
エラーの発生場所を確認し、入力内容を修正し、再度入力・チェックして下さい

登録用台帳のチェック機能



注意点 ④出力されたフォルダやファイルはそのままコピー！

登録用台帳にある出力機能を実行し、電子納品用の成果品を作成してください
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フォルダ構成やファイル名は変えず、DAITYOフォルダを成果品にコピーしてください



注意点 ④出力されたフォルダやファイルはそのままコピーを！

登録用台帳にある出力機能を実行
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フォルダ構成やファイル名は変えず、DAITYOフォルダを成果品にコピー

①「出力」をクリック

0811003560_○○_登録用台帳.xlsm
└─DAITYO
└─0811003560

0811003560_input.csv
0811003560_○○_登録用台帳.xlsm

②登録用台帳と同じフォルダに「DAITYO」フォルダが作成される

③「DAITYO」フォルダの内容を電子成果品のルートフォルダにそのままコピー

※フォルダ名やファイル名は絶対に変えないでください
DAITYOフォルダは国の電子納品要領に準拠させる必要はありません
（兵庫県独自の取組のため）


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8

